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１．目　的

　本研究の目的は，子育ての社会化において親による養

育責任がどのように位置づけられているのかを明らかに

することである．

　網野（2000a）は，子育てに関する責任について次の

ように述べている．子育てに関する責任には，公的責任・

社会的責任・私的責任の３つがある．1947 年に制定さ

れた児童福祉法第１条の「すべて国民は，児童が健やか

に生まれ育成されるように努めなければならない」とい

うのは，子育てに関する社会的責任を明示したものであ

る．また，同法第２条の「国及び地方公共団体は，保護

者と共に児童を育成する責任を負う」というのは，子育

てに関する公的責任を明示したものである．したがって

児童福祉法には，子育ての社会化の理念が内包されてい

る．そして，子育ての社会化というのは，「公的責任，

社会的責任をどう果たすかという課題と共に，私的責任

つまり親の子育て責任をどう果たすかという根本的な課

題とも深くかかわる」（網野 2000a：12）ものであると

指摘している．

　子育ての社会化では，子育てに関する公的責任・社会

的責任・私的責任の３つの責任を視野に入れた議論が求

められるということである．しかし管見の限りでは，子

育ての社会化において，子育てに関するこれら３つの責

任を視野に入れて議論しているものは極めて少ない．親

が私的責任をどのように担うのかということを積極的に

議論に位置づけているのは，森田（2000）と，井上・河野・

沢村・ほか（2008）の２つの論考である．森田は，親を「子

育てを伝え、考え合う集団」（森田 2000：54）を創り運

営する主体として位置づけるという議論をおこなってい

る．井上らは，子育て支援センターの職員による親の位

置づけの如何により子育て支援センターの機能に違いが

生じるという議論をおこなっている．

　以下では，子育ての社会化における子育てに関する公
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的責任・社会的責任・私的責任をめぐる議論から，子育

ての社会化において「私的責任つまり親の子育て責任」

がどのように位置づけられているのかを明らかにする．

２．方　法

　CiNii（国立情報学研究所論文情報ナビゲータ）のキー

ワードに「子育ての社会化」という用語を入れて論文検

索をおこなった結果，40 件の文献が抽出された（2012

年２月２日現在）．抽出された文献の中には，森田（2000）

のように，子育ての社会化という用語の概念に言及され

た論考もみうけられるが，全般的には，子育ての社会化

という用語は，概念規定がなされないまま，論者が自ら

の議論を展開するにあたり都合のよい概念として用いら

れる傾向にあることが認められた．

　抽出された文献のうち，子育てに関する責任をめぐ

る議論がおこなわれている 17 本の論考が分析の対象と

なった．育児不安や子育て支援に対する調査，および学

生の意識調査にもとづく論考，また，具体的な実践事例

の紹介だけに留まる文献は分析の対象から除外した．ま

た，子育ての社会化に関するメタ議論をおこなっている

論考も除外した． 

　子育ての社会化において，子育てに関する責任の所

在がどこであるのか，また子育てに関する責任がどの

ような形で担われるのかという２つの観点から検討を

加えた．責任の所在がどこであるのかについては，網野

（2000a）の議論を援用し，公的責任・社会的責任・私的

責任という区分を用いた．また，それぞれの責任がどの

ような形で担われるのかという責任の担われ方について

は公的責任・社会的責任・私的責任のそれぞれに下位項

目を設けて細分類をおこなった．公的責任では基盤整備

と組織化，社会的責任では費用負担と協働化，私的責任

では役割強調と共同化を下位項目とした．

　公的責任を担う主体としては，国や地方公共団体，あ

るいはまた地方公共団体により設置されている保健所や

保育所などの公的機関が挙げられる．国や地方公共団体

が条件整備や制度創設をおこなうことを公的責任におけ

る基盤整備ととらえている．国や地方公共団体，または

それらにより設置されている公的機関が，直接，子育て

に関する地域ネットワークの形成をはかることを公的責

任における組織化ととらえている．

　社会的責任を担う主体としては，社会の構成員，企業

や労働組合などの機関が挙げられる．社会の構成員や機

関が子育て費用を負担することを社会的責任における費

用負担ととらえている．社会の構成員や機関が連携し協

働して子育てをおこなうことを社会的責任における協働

化ととらえている．

　私的責任を担う主体としては，子育ての当事者とされ

る親が挙げられる．親役割の遂行が強調されることを私

的責任における役割強調ととらえている．親たちが共同

して子育てをおこなうことを私的責任における共同化と

とらえている．

　たとえば，公立の地域子育て支援センターが，子育て

に関する地域の諸機関の連携をはかるという議論では，

公的機関が組織化をおこなった結果，子育てにかかわる

地域の関係機関が密接につながり，社会的責任における

協働化が促進されることになる．したがってこのような

場合は，公的責任における組織化であると同時に，社会

的責任における協働化ととらえた．また，地方公共団体

が，ファミリー・サポートセンター事業を整備するとい

う議論では，公的機関が基盤整備をおこなった結果，子

育てにかかわる地域の人間関係が形成され，社会的責任

における協働化が促進されることになる．したがってこ

のような場合は，公的責任における基盤整備であると同

時に，社会的責任における協働化ととらえた．

３．結　果

　子育ての社会化における，子育てに関する責任の所在，

また子育てに関する責任の担われ方は次の４とおりであ

る．（次頁【表】参照）

 （１）基盤整備をおこなうことにより公的に責任を担い，

費用負担をおこなうことにより社会的に責任を担

う．（以下，公的責任 /基盤整備・社会的責任 /費

用負担と記す）

 （２）基盤整備をおこなうことにより公的に責任を担い，

協働化をおこなうことにより社会的に責任を担う．

（以下，公的責任 /基盤整備・社会的責任 /協働化

と記す）

 （３）基盤整備と組織化をおこなうことにより公的に責

任を担い，協働化をおこなうことにより社会的に責

任を担う，また共同化をおこなうことにより私的に

責任を担う．（以下，公的責任 /基盤整備・公的責

任 /組織化・社会的責任 /協働化・私的責任 /共同

化と記す）

 （４）基盤整備と組織化をおこなうことにより公的に責

任を担い，協働化をおこなうことにより社会的に責
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任を担う．また私的責任における親役割の遂行が強

調される．共同化をおこなうことにより私的に責任

を担う．（以下，公的責任 /基盤整備・公的責任 /

組織化・社会的責任 /協働化・私的責任 /役割強調・

私的責任 /共同化と記す）

　以下では，（１）～（４）のそれぞれの議論の内容を

概観する．

 （１）公的責任 /基盤整備・社会的責任 /費用負担

　岩淵（1998），小林（2003），土堤内（2005），白石（2005，

2006a， 2006b），楢村（2011）にみられる議論である．

子育ての負担軽減をはかることを目的とする「子育て・

教育減税の実現」（岩淵 1998：41）や，育児給付を目的

とする，国民が拠出する社会保険方式による「子育て保

険」（小林 2003：５）・「育児保険」（白石 2005：61）の

創設，国・事業主・被用者が拠出する「子育て基金」（楢

村 2011：87）の創設など，社会全体で子育ての費用負

担をおこない，子育て世代を支援していく基盤整備が国

の施策としておこなわれる必要がある．

 （２）公的責任 /基盤整備・社会的責任 /協働化

　福川（1998），網野（2000a），尾木（2000），森（2001a，

2001b，2002）にみられる議論である．子育て家庭が地

域で孤立しないように，保育所制度の代替としてではな

い１）「地域の子育てパートナー」（福川 1998：24）が根

づくような家庭的保育制度（福川 1998），「地域におけ

る相互援助活動を目的」（網野 2000a：16‐17）とするファ

ミリー・サポートセンター事業（網野 2000a），「オフィ

シャルな居場所のネットワークの提供」（尾木 2000：

98）など，地域で協働して子育てできるような基盤整備

が公的な機関によりおこなわれる必要がある．あるいは

また，乳児院や児童養護施設などの児童福祉施設が，地

域の子育て家庭に対して具体的な負担を軽減する在宅

サービスができるように，社会的養護システムを抜本的

に再構築した基盤整備が必要である（森 2001b）．

 （３）公的責任 /基盤整備・公的責任 /組織化・社会的

責任 /協働化・私的責任 /共同化

　森田（2000），井上・河野・沢村・ほか（2008）にみ

られる議論である．森田（2000）の議論は次のとおりで

ある．親が親としての知識と技術，経験を身につけ，共

同して子育てをおこなう場が育つような場所や学習の機

会を提供するなどの基盤整備が公的機関によりおこなわ

れる必要がある．行政がNPOなどの力も組織して，「こ

れまでのような『預かる』，『教える』という子育て支援

ではなく（中略），子育てを伝え，考え合う集団を自分

たちで創りだし，運営していくことを通じて，若い親た

【表】　子育てに関する責任の所在と担われ方 　　　　　　　　　　　　　　（作成：井上）

　　　　　責任
文献　　　　　

公　的　責　任 社 会 的 責 任 私　的　責　任
基盤整備 組 織 化 費用負担 協 働 化 役割強調 共 同 化

岩　淵（1998） ● ●
小　林（2003） ● ●
土堤内（2005） ● ●
白　石（2005） ● ●
白　石（2006a） ● ●
白　石（2006b） ● ●
楢　村（2011） ● ●
福　川（1998） ● ●
網　野（2000a） ● ●
尾　木（2000） ● ●
森　　（2001a） ● ●
森　　（2001b） ● ●
森　　（2002） ● ●
森　田（2000） ● ● ● ●
井上ほか（2008） ● ● ● ●
桂　　（1998） ● ● ● ● ●
山　縣（2010） ● ● ● ● ●
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ちが必要とする新しい子育て環境が地域に育つ」（森田

2000：54）ような子育て支援を協働してつくりだす必要

がある．

　井上・河野・沢村・ほか（2008）の議論は次のとおり

である．子育て支援施策が行政全体で体系化される基盤

整備がおこなわれる必要がある．公立の地域子育て支援

センターの役割は，就学前の子育てにかかわるあらゆる

施策（教育，保育，福祉，保健など）の窓口となり，そ

れぞれの機関や専門職が協働できるように組織化をはか

ることである．また親を，援助を受ける者としてではな

く，「『子ども』２）の育ちを住民，行政とともに支える

担い手」（井上・河野・沢村・ほか 2008：148），すなわ

ち共同して「子ども」を育てる主体として位置づけるこ

とが必要である（井上・河野・沢村・ほか 2008）．

 （４）公的責任 /基盤整備・公的責任 /組織化・社会的

責任 /協働化・私的責任 /役割強調・私的責任 /共

同化

　桂（1998），山縣（2010）にみられる議論である．桂

（1998）の議論は次のとおりである．国・地方自治体は，

地域における子育て支援について新しい施策を導入し，

地域の諸資源の組織化をはかる基盤整備をおこなう必要

がある．そして，地域子育て支援センターを中心とする

地域機関のネットワーク，保健所や家庭児童相談室を中

心とする相談機関のネットワーク，子ども家庭センター

（児童相談所）を中心とする広域的・専門的援助のネッ

トワークなど，重層構造をなすそれぞれのネットワーク

が相互にリンクし協働して地域の子育てがおこなえるよ

うなシステムの再構築が必要である．地域子育て支援セ

ンターは，「自発的な親同士の交流」，「親たちの自助活動」

（桂 1998：15）など，親たちが共同して子育てできるよ

うな支援をおこなう必要がある（桂 1998）．また同時に，

「子育ての責任は，第一義的には子どもの親にある」（桂

1998：14）と親による養育責任を強く主張する．

　山縣（2010）の議論は次のとおりである．地域子育て

支援の活動を展開するにあたり自治体の役割は，社会福

祉法人，学校法人，NPO法人，保護者や子育て支援サー

クルを含む市民グループなど多様なサービス供給主体を

組織化し，それらが協働できるような基盤整備をおこな

うことである．また子育て支援では，「いわゆる専門的

視点以上に子育て仲間の対等な視点が有効となる」ので，

共同して子育てをおこなう「経験を共有し合う仲間づく

り」（山縣 2010：34）が必要である．そして何よりも親

が子育ての「主体者であるように支援すること」（山縣

2010：33）が必要となる．

　以上から，子育ての社会化において親による養育責任

がどのように位置づけられているのかについて次の３点

が明らかになった．

　第１点，子育ての社会化において，親による養育責任

が顕在的に位置づけられることは相対的に少ない．子育

ての社会化における，子育てに関する公的責任・社会的

責任についてはすべての論考で言及されているが，私的

責任，すなわち親による養育責任について言及されてい

るのは全体の４分の１の論考（桂 1998，森田 2000，井上・

河野・沢村・ほか 2008，山縣 2010）である．

　第２点，親による養育責任が顕在的に位置づけられる

さいには，２とおりの位置づけられ方がある．１つは，

親による養育責任はわが子を育てることにあると位置づ

けられる場合である（桂 1998，山縣 2010）．もう１つは，

親による養育責任はわが子を育てることに限定されず

に，わが子を含む次世代を育てることにあると位置づけ

られる場合である（森田 2000，井上・河野・沢村・ほ

か 2008）．前者の，桂（1998），山縣（2010）は，親の

集まりにおいて「親同士の自発的な交流，自発活動」，「経

験を共有し合う仲間づくり」，すなわち，親がわが子を

育てるために経験を交流し合うことを重視している．一

方，後者の，森田（2000），井上・河野・沢村・ほか（2008）

は，親の集まりにおいて「新しい子育て環境が地域に育

つ」，「『子ども』の育ちを支える」，すなわち，親がわが

子を育てるだけでなく地域の子どもたちを育てることに

関心を広げることを重視している．

　第３点，親による養育責任はわが子を育てることであ

ると位置づけられる場合，親役割の遂行が強調されるこ

とになる．桂（1998）は，「子育ての責任は，第一義的

には子どもの親にある」と率直に言及している．また山

縣（2010）は，親に対して子育ての「主体者であるよう

に支援すること」と言及している．

　上記をまとめると，子育ての社会化における親による

養育責任の位置づけられ方について明らかになったのは

次の３点である．①子育ての社会化において，親による

養育責任が顕在的に位置づけられることは相対的に少な

い．②親による養育責任が顕在的に位置づけられるさい

には，親による養育責任はわが子を育てることにあると

位置づけられる場合と，親による養育責任はわが子を含

む次世代を育てることにあると位置づけられる場合の２
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とおりがある．③親による養育責任はわが子を育てるこ

とであると位置づけられる場合，親役割の遂行が強調さ

れることになる．

４．考　察

　ここでは次の３点について考察する．１点は，子育て

の社会化において親による養育責任が顕在的に位置づけ

られることが相対的に少ない理由，すなわち，子育ての

社会化において親による養育責任が顕在化し難い理由で

ある．２点は，子育ての社会化において顕在化し難いは

ずの親による養育責任が顕在化するさいの理由である．

３点は，子育ての社会化の課題についてである．

　第１点，子育ての社会化において親による養育責任が

顕在化し難い理由は，子育ての第一義的責任を有するの

は親であると自明視されており，親による養育責任につ

いて，ことさらに取りあげて議論する必要はないと暗黙

の内に了解されていることであると考えられる．

　親による養育責任が自明視されていることは，次に

よっても示されている． 2003 年ごろから政策論議にお

いて，子育ての第一義的責任を有するのは親であるとい

うように，親による養育責任が強調される傾向が顕著に

なっていった３）．子育ての社会化がめざしている，親に

育児の過剰な負担をかけることがないように，様々な機

関や人が子育てを分かち合うことをめざす考え方と，親

による養育責任を強調する考え方とは，本来，相容れ難

いはずである．しかし子育ての社会化において，２つの

相容れ難い考え方が混在していると問題視されることは

なかった．おそらく，親による養育責任の強調は，子育

ての社会化というものをその根底から揺るがす考え方と

して新たに登場したのではなく，すでにその前提として

内包されている考え方が顕在化したに過ぎなかったから

であろう．つまり，子育ての第一義的責任を有するのは

親であるという政策論議が展開されていることが，子育

ての社会化において問題視されなかったという点におい

て，親による養育責任が自明視されていたと言えるので

ある．

　第２点，子育ての社会化において親による養育責任が

顕在化するさいの理由は，子育てに関する責任の多様な

担われ方が議論されることにより，養育責任の主体が不

明確になる可能性が生じることであると考えられる．

　養育責任の主体が曖昧になってくると親による養育責

任が顕在化していくことは，次によっても示されてい

る。社会全体で子育てを支える方向に舵を切ったとされ

る「子ども・子育てビジョン」４）（2010 年１月）をふま

えた「子ども・子育て新システムの基本制度」（2012 年

３月）において，親による養育責任が繰り返し注目され

ている．「子ども・子育て新システム」では，社会全体

で子育てを支えるために，公的責任を基盤整備と組織化

という形で担い，社会的責任を費用負担と協働化という

形で担うとされている．本稿で検討した子育ての社会化

をめぐるどの議論よりも，社会全体で子育てを支えるこ

とを具体化する支援策が多く提示されている．つまり，

子育てに関する責任の担い手や担い方が多様である「子

ども・子育て新システム」において，「子どもを生み育

てるという希望がかなえられる社会を実現」していくた

めには，「子育てについての第一義的責任が親にあるこ

とを前提」とすることが強く示されているという点にお

いて，養育責任の主体が不明確になると親による養育責

任が顕在化すると言えるのである．

　第３点，子育ての社会化の課題は，社会的養護の下に

ある子どもの存在が不可視化されていることであると考

えられる．

　子育ての社会化は，親による養育責任に期待すること

が容易である子どもだけを対象としており，結果として，

親による養育責任に期待することが困難である子どもを

排除していることは次によっても示されている．子育て

の社会化については，育てる主体である親の側からとら

えるだけでなく，育つ主体である子どもの側からとらえ，

子どもの育ちに着目してその有効性をとらえる議論もな

されてきた．子どもの第二の安全基地の形成には，親以

外の社会的親による多様なモデリングの影響が欠かせな

いことから，子育ち
3

が社会化されることが必要である（網

野 2000b），あるいはまた，子どもには共に育ち合う仲

間が不可欠であることから，子どもが育ち合う場として

の社会化された場所が必要である（森田 2000）という

ような議論である．

　このような議論は，親による養育責任に期待すること

が困難であるかどうかにかかわらず可能なはずである．

しかし，親による養育に期待することが困難である，社

会的養護の下にある子どもの育ちの社会化に関する議論

は起こらなかった．おそらく，実親から離れて施設で暮

らす子どもには，親以外の社会的親による多様なモデリ

ングは，施設職員によって提供されていると考えられて

きたからであろう．あるいはまた，施設という場そのも

のが共に育ち合う仲間がいる場であると考えられてきた

からであろう．
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　しかし，親の代替としての施設職員は，なによりもま

ず「親」役割を担わざるを得ず，「親」役割と「社会的親」

役割という両方の役割を担うことは難しい．また，子ど

もの日々の暮らしの場となる施設は，なによりもまず「家

庭」にならざるを得ず，「家庭」と「社会化された場所」

という両方の場所を兼ねることは難しい．したがって，

社会的養護の下にある子どもの子育ちの社会化を実現し

ていくためには，親による養育に期待することが容易で

ある子どもと同様に，社会的養護に下にある子どもの「社

会的親」や「社会化された場所」をいかにして保障する

のかについて議論される必要があった．つまり，「社会

的親」や「社会化された場所」の議論において、社会的

養護の下にある子どもたちが看過されているという点に

おいて，彼／彼女たちの存在が不可視可されていると言

えるのである．

５．結　論

　本研究の目的は，子育ての社会化において親による養

育責任がどのように位置づけられているのかを明らかに

することであった．子育てに関する責任の所在と担われ

方について検討した結果，次の３点が明らかになった．

①子育ての社会化において，親による養育責任が顕在的

に位置づけられることは相対的に少ない．②親による養

育責任が顕在的に位置づけられるさいには，親による養

育責任はわが子を育てることであると位置づけられる場

合と，親による養育責任はわが子を含む次世代を育てる

ことであると位置づけられる場合の２とおりがある．③

親による養育責任はわが子を育てることであると位置づ

けられる場合，親役割の遂行が強調されることになる．

　以上をふまえて，次の３点が考察された．①子育ての

社会化において親による養育責任が顕在化し難い理由

は，子育ての第一義的責任を有するのは親であると自明

視されており，親による養育責任について，ことさらに

取りあげて議論する必要はないと暗黙の内に了解されて

いることである．②子育ての社会化において親による養

育責任が顕在化するさいの理由は，子育てに関する責任

の多様な担われ方が議論されることにより，養育責任の

主体が不明確になる可能性が生じることである．③子育

ての社会化の課題は，社会的養護の下にある子どもの存

在が不可視化されていることである．

　子育てというのは育つ子どもと育てるおとなとの関係

の中で立ち現われる現象である．当然のことであるが，

子どもがいないところで子育ては現象しない．従来，子

育てについては，育てる主体であるおとなの側から議論

されることが多かった．しかし子育てについては，育つ

主体である子どもの側からも議論されることが必要であ

ろう．子どもをいかに育てるのかという議論は，子ども

がいかに育つのかということをふまえて議論されなけれ

ばならない．今後は，本研究で子育ての社会化の課題と

して提示した，社会的養護の下にある子どもの子育ての

社会化について子育ち・子育ての両側から検討していき

たいと考えている．

 
１） 福川（1998）は，家庭的保育制度が成立した背景には保育

所不足という緊急事態があり，それは，「安上がりの保育」

（福川 1998：25）であったと述べている．
２） 「『子ども』の育ち」というように，「子ども」と表記され

ているのは，井上らの議論では，「子どもはみんなで育てる」

（井上・河野・沢村・ほか 2008：146）と述べられている

ことからもわかるように，子どもというものを自分の子ど

もに限定してとらえているわけではないからである．
３） 少子化社会対策基本法（2003 年）第 2 条や次世代育成支

援対策推進法（2003 年）第 3条では，それぞれの施策が，「父

母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有す

る」ことを基本としておこなわれる必要があると基本理念

が述べられている．また 2006 年に改訂された教育基本法

では，家庭教育の条文が新たに設けられ「父母その他の保

護者は，子の教育について第一義的責任を有するもの」述

べられている．
４） 少子化対策としておこなわれてきた子ども・子育て施策が，

子ども・子育て支援へと視点を移したといわれている．
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